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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第９期

第２四半期連結
累計期間

第９期
第２四半期連結
会計期間

第８期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 219,808 110,049 426,226

経常利益 (百万円) 12,681 5,113 27,710

四半期(当期)純利益 (百万円) 6,687 2,517 14,502

純資産額 (百万円) ─ 142,164 137,991

総資産額 (百万円) ─ 366,570 353,399

１株当たり純資産額 (円) ─ 711.09 689.41

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 36.15 13.61 79.29

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 36.14 13.60 78.63

自己資本比率 (％) ─ 35.9 36.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,614 ─ 21,664

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △15,409 ─ △36,033

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,432 ─ 9,800

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ─ 13,174 12,524

従業員数 (名) ─ 7,570 7,397

(注)　１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内

容に重要な変更はありません。

    また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

　　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 7,570（1,495）

(注) 従業員数は就業人員であり、従業員数欄の（外書）は当第２四半期連結会計期間の平均臨時雇用者数であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 1,130

(注) 従業員数は、就業人員数であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円)

産業関連事業 18,278

医療関連事業 1,856

ケミカル関連事業 25,627

エネルギー関連事業 ─

その他の事業 2,591

合計 48,354

(注) １　金額は、販売価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注状況

製品のほとんどが見込生産であります。
　
　

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

産業関連事業 51,364

医療関連事業 12,604

ケミカル関連事業 27,269

エネルギー関連事業 9,452

その他の事業 9,357

合計 110,049

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

　　 ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

　

相手先

当第２四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％)

住友金属工業㈱ 18,811 17.1

　　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)

が判断したものであります。
　
(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間は、第２四半期後半に入りエレクトロニクス、化学、自動車の一部において、

需要の伸びが鈍化し生産への影響が懸念され始めたものの、鉄鋼が全国粗鋼生産高で35年ぶりに年度上期

の最高を更新したのをはじめ、造船、建機など概ね製造業全般において高水準の生産活動が続きました。こ

うしたことから、産業関連事業ならびにケミカル関連事業が好調に推移し、業績を牽引するところとなり

ました。医療ならびにエネルギー関連事業では、収益構造の改革が順調に進捗しております。

　以上の結果、産業関連事業、ケミカル関連事業が業績を牽引し、当第２四半期連結会計期間における業績

は、売上高は1,100億４千９百万円、営業利益は45億５千４百万円、経常利益は51億１千３百万、四半期純利

益は25億１千７百万円となりました。

　

　事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりです。

　

＜産業関連事業＞

　産業関連事業は、第１四半期に引き続きオンサイトを中心とする大口顧客へのガス供給が順調に増加い

たしました。高効率小型液化ガスプラントＶＳＵによる地域拠点の増強計画は、福島県本宮市に５号機を

設置したのをはじめ、神奈川県相模原市に６号機を、愛媛県松山市に７号機を設置するなど順調に稼動を

開始し、産業ガス輸送の効率化と、地域需要への一層の安定供給を実現しております。また電力料金や輸送

コストの上昇に対応した産業ガス全般にわたる価格改定は順調に進捗いたしました。

　当セグメントの売上高は513億６千４百万円、営業利益は35億９千６百万円となりました。

　

＜医療関連事業＞

　医療関連事業は、診療報酬の引下げなど厳しい状況が続いておりますが、主力の医療用酸素が取引病院の

新規開拓により増加したほか、医療機器ならびに医療サービス分野の事業構造改革の進展により、総じて

堅調に推移いたしました。

　当セグメントの売上高は126億４百万円、営業利益は１億９百万円となりました。

　

＜ケミカル関連事業＞

　ケミカル関連事業は、粗ベンゼンやタールなど基礎化学品がタイトな需給環境と市況好調を背景に順調

に推移いたしました。しかしながら、９月以降、基礎化学品の一部製品に価格の低下傾向が見られ始めまし

た。電磁鋼板用マグネシアは、世界的な電力インフラの拡大と価格改定の浸透により順調に推移いたしま

した。

　当セグメントの売上高は272億６千９百万円、営業利益は３億５千３百万円となりました。
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＜エネルギー関連事業＞

　エネルギー関連事業は、ＬＰガス・灯油の仕入れ価格の上昇や気候変動の影響による販売量の減少など

厳しい状況が続きましたが、卸売りから小売へのシフト、料金改定の実施、ＬＰガスの共同充填・配送によ

る合理化の推進により堅調に推移いたしました。

　当セグメントの売上高は94億５千２百万円、営業利益は１千７百万円となりました。

　

＜その他＞

　物流事業は、燃料費等のコスト増に加え、一般物流における荷扱量の減少など厳しい状況で推移いたしま

したが、日本赤十字社の一般検体輸送の新規受託ならびに食品物流の増加など、得意とする低温輸送業務

の拡大を推進いたしました。

  食品事業は、食の安全が重要視される中、当社の農産品への高い評価と信頼から学校給食向け食材など

が拡大し、順調に推移いたしました。

　当セグメントの売上高は93億５千７百万円、営業利益は４億７千７百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、たな卸資産や有形固定資産の増加などにより、前連結会計年

度末に比べて131億７千１百万円増加し、3,665億７千万円となりました。負債は短期借入金等の増加など

により、前連結会計年度末に比べて89億９千９百万円増加し、2,244億６百万円となりました。純資産は、四

半期純利益の積み上げなどにより、前連結会計年度末に比べて41億７千２百万円増加し、1,421億６千４百

万円となりました。

　なお、１株当たり純資産は前連結会計年度末の689.41円から711.09円となり、自己資本比率は前連結会計

年度末の36.1％から35.9％となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益

や減価償却費などによる増加から、たな卸資産の増加などによる減少を差し引いた結果、６億２千９百万

円となりました。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による

支出や貸付けによる支出などにより、33億３千８百万円の支出となりました。その結果、フリーキャッシュ

フローは△27億９百万円となりました。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の増加などによ

り、５億８千９百万円の収入となりました。

　

以上の結果、現金および現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は第１四半期連結会計期間末に

比べて21億１千万円減少し、131億７千４百万円となりました。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は９億２千３百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 480,000,000

計 480,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 185,205,057185,205,057

東京証券取引所
(市場第一部)
大阪証券取引所
(市場第一部)
札幌証券取引所

─

計 185,205,057185,205,057― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　  当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は次のとおりであります。　

①平成19年８月８日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成19年８月31日に発行した新株予約権の内容

第１回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数（個） 601

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 60,100（注１）

新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使により発行（移転）する株式１株につき１円

新株予約権の行使期間 平成19年９月１日～平成39年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　1,002
資本組入額　501　

新株予約権の行使の条件 （注２）

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

（注３）

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

     ２ (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日　　　　　

EDINET提出書類

エア・ウォーター株式会社(E00792)

四半期報告書

 9/32



　　　　　　       の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から５年間に限り、新株予約権を行使することができ

る。

　　　  (2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①または②に定める場合（ただし、②については、上記「組織

　　  再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       が交付される場合を除く。）には、それぞれに定め

る期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

　　　①新株予約権者が平成38年８月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

　　　　平成38年９月１日から平成39年８月31日まで

　　  ②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株　　　　　　

　　　　　　　　　　　         式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合

は、当社の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         取締役会決議がなされた場合）

　　　　当該承認日の翌日から15日間　

　　　  (3）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとす　　

　　　る。　

　　　  (4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間に締結する新株予約権割当契約に定め　　

      るところによる。　

　　 ３ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

  （以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生日

  の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、　　　

  それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会

  社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残

　存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿

　って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

　画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。　　 

　　　  (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　  新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

　　　  (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　  再編対象会社の普通株式とする。　

　　 　 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　  組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

　　　  (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記

　　  (3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

　 　 する。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再　　　

      編対象会社の株式１株当たり１円とする。

　　　  (5) 新株予約権を行使することができる期間

　　  上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行　　　

      為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使　　

      することができる期間の満了日までとする。

　　　  (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

　　  上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

　　  る。　

　　　  (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

　　  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

　　  る。　

　　　  (8) 新株予約権の取得条項

　　  残存新株予約権の取得条項に準じて決定する。

　　  なお、残存新株予約権の取得条項は次のとおり。

　　  以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場　　

      合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権　　

      の全部を取得することができる。　  

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案　　  

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案　　  

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案　　 

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案
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⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定

めを設ける定款の変更承認の議案

　　　   (9) その他の新株予約権の行使の条件

 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

　　　　　

②平成20年７月30日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成20年９月１日に発行した新株予約権の内容

第２回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数（個） 673

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 67,300（注１）

新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使により発行（移転）する株式１株につき１円

新株予約権の行使期間 平成20年９月２日～平成40年９月１日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　1,105
資本組入額　553　

新株予約権の行使の条件 （注２）

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

（注３）

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

     ２ (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日　　　　　

　　　　　　       の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から５年間に限り、新株予約権を行使することができ

る。

　　　  (2) 上記(1)に関わらず新株予約権者は以下の①または②に定める場合（ただし、②については、上記「組織

　　  再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       が交付される場合を除く。）には、それぞれに定め

る期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

　　　①新株予約権者が平成39年９月１日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

　　　　平成39年９月２日から平成40年９月１日まで

　　  ②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株　　　　　　

　　　　　　　　　　　         式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合

は、当社の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         取締役会決議がなされた場合）

　　　　当該承認日の翌日から15日間　

　　　  (3）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとす　　

　　　る。　

　　　  (4) その他の新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間に締結する新株予約権割当契約に定め　　

      るところによる。　

　　 ３ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

  （以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生日

  の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、　　　

  それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会

  社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残

　存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿

　って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

　画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。　　 

　　　  (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　  新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

　　　  (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
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　　  再編対象会社の普通株式とする。　

　　 　 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　  組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

　　　  (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記

　　  (3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

　 　 する。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再　　　

      編対象会社の株式１株当たり１円とする。

　　　  (5) 新株予約権を行使することができる期間

　　  上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行　　　

      為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使　　

      することができる期間の満了日までとする。

　　　  (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

　　  上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

　　  る。　

　　　  (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

　　  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

　　  る。　

　　　  (8) 新株予約権の取得条項

　　  残存新株予約権の取得条項に準じて決定する。

　　  なお、残存新株予約権の取得条項は次のとおり。

　　  以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場　　

      合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権　　

      の全部を取得することができる。　  

　　　  　  ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案　　  

　　　  　　②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案　　  

　　　 　　 ③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案　　 

　　　  　  ④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

　　　　についての定めを設ける定款の変更承認の議案

　　　  　  ⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ　　

        ともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて　

        の定めを設ける定款の変更承認の議案

　　　  (9) その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　 該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年９月30日 ─ 185,205 ─ 25,513 ─ 26,991

　

EDINET提出書類

エア・ウォーター株式会社(E00792)

四半期報告書

12/32



(5) 【大株主の状況】

　平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行㈱（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 13,342 7.20

住友金属工業㈱ 大阪市中央区北浜４丁目５番33号 10,000 5.39

住友信託銀行㈱ 大阪市中央区北浜４丁目５番33号 7,936 4.28

日本マスタートラスト信託銀行
㈱（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 6,280 3.39

㈱三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 6,196 3.34

日本トラスティ・サービス信託
銀行㈱（信託口４Ｇ）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 5,406 2.91

エア・ウォーター取引先持株会 大阪市中央区東心斎橋１丁目20番16号 4,558 2.46

㈱北洋銀行 札幌市中央区大通西３丁目11番地 3,874 2.09

㈱北海道銀行 札幌市中央区大通西４丁目１番地 3,800 2.05

㈱リキッドガス 大阪市中央区瓦町４丁目２番14号 3,786 2.04

計 ― 65,180 35.19

(注) １ 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱及び日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式数は、すべて信託業務

  に係るものであります。

　　 ２ ㈱三井住友銀行の所有株式数には、同行が退職給付信託の信託財産として拠出している株式3,000千株が含ま　　　　

  れており、その議決権行使の指図権は同行に留保されております。なお、当該株式に関する株主名簿上の名義

　は「日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（住友信託銀行再信託分・㈱三井住友銀行退職給付信託口）」であ

　ります。　

　　 ３ 住友信託銀行㈱から平成19年２月７日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、平成19年１月31日現在

　で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末現在における

　実質保有株式数の確認ができない部分については、上記大株主の状況には含めておりません。

　なお、住友信託銀行㈱の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

住友信託銀行㈱ 大阪市中央区北浜４丁目５番33号 13,379 8.18
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─  ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
― ─普通株式  

　　
268,000

（相互保有株式）
─ ─

普通株式  74,000

完全議決権株式(その他)
普通株式

182,317 ─
182,317,000

単元未満株式
普通株式

― ─
2,546,057

発行済株式総数 185,205,057― ―

総株主の議決権 ― 182,317 ―

(注)　１　「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ

   40,000株（議決権40個）及び138株含まれております。

２　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式218株並びに株式会社ガスネット所有の相互保有株式336

　 株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数(株)
他人名義

所有株式数(株)
所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

（自己保有株式）
エア・ウォーター
株式会社

札幌市中央区
北３条西
１丁目２番地

268,000─ 268,000 0.14

（相互保有株式）
株式会社ガスネット

堺市堺区
高須町２丁
２番２号

73,000 ─ 73,000 0.04

（相互保有株式）
渡島ガス株式会社

北海道北斗市久
根別５丁目16番
地17号

1,000 ─ 1,000 0.00

計 ― 342,000─ 342,000 0.18

(注)　株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権１個）あります。

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれております。
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 1,0651,2991,3041,3731,3891,383

最低(円) 941 992 1,1631,1351,249 946

(注)　上記の株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

（役職の異動）

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
(第一総合企画室
 新業績管理制度導入検討委員会担当)

取締役
(経理部長兼シェアード・サービスセンター長)

唐渡　有 平成20年７月１日

取締役
(プラント事業本部　
 プラントエンジニアリング事業部長
 兼スラリー装置部長)

取締役
(プラント事業本部プラント事業部長)

有田　英治 平成20年８月１日

　

EDINET提出書類

エア・ウォーター株式会社(E00792)

四半期報告書

15/32



第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結

累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号

のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月

１日から平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,550 12,553

受取手形及び売掛金 87,009 91,694

有価証券 302 364

商品及び製品 16,415 17,690

仕掛品 14,498 5,643

原材料及び貯蔵品 6,399 6,138

その他 20,112 14,864

貸倒引当金 △1,220 △1,277

流動資産合計 157,067 147,672

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） ※１
 47,988

※１
 48,492

土地 42,228 42,030

その他（純額） ※１
 54,648

※１
 50,929

有形固定資産合計 144,865 141,451

無形固定資産

のれん 13,375 13,215

その他 1,450 1,645

無形固定資産合計 14,826 14,860

投資その他の資産

投資有価証券 37,315 36,335

その他 13,215 13,819

貸倒引当金 △718 △739

投資その他の資産合計 49,811 49,414

固定資産合計 209,503 205,726

資産合計 366,570 353,399
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 64,941 66,001

短期借入金 62,042 54,314

1年内償還予定の社債 55 155

未払法人税等 4,081 5,786

その他 25,357 21,803

流動負債合計 156,479 148,061

固定負債

社債 330 357

長期借入金 48,187 46,789

退職給付引当金 7,472 7,482

その他の引当金 806 765

その他 11,130 11,950

固定負債合計 67,927 67,346

負債合計 224,406 215,407

純資産の部

株主資本

資本金 25,513 25,513

資本剰余金 27,694 27,693

利益剰余金 82,300 77,808

自己株式 △323 △193

株主資本合計 135,184 130,822

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,368 5,925

繰延ヘッジ損益 △80 △223

土地再評価差額金 △8,936 △8,936

為替換算調整勘定 △30 △19

評価・換算差額等合計 △3,678 △3,254

新株予約権 67 42

少数株主持分 10,590 10,382

純資産合計 142,164 137,991

負債純資産合計 366,570 353,399
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

売上高 219,808

売上原価 169,001

売上総利益 50,806

販売費及び一般管理費 ※１
 39,615

営業利益 11,190

営業外収益

受取利息 62

受取配当金 320

持分法による投資利益 1,433

その他 888

営業外収益合計 2,705

営業外費用

支払利息 761

その他 453

営業外費用合計 1,215

経常利益 12,681

特別利益

固定資産売却益 40

投資有価証券売却益 9

特別利益合計 50

特別損失

固定資産除売却損 401

たな卸資産評価損 441

投資有価証券評価損 157

その他 108

特別損失合計 1,109

税金等調整前四半期純利益 11,621

法人税等 ※２
 4,387

少数株主利益 546

四半期純利益 6,687
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
 至 平成20年９月30日)

売上高 110,049

売上原価 85,557

売上総利益 24,492

販売費及び一般管理費 ※１
 19,938

営業利益 4,554

営業外収益

受取利息 38

受取配当金 43

持分法による投資利益 743

その他 397

営業外収益合計 1,222

営業外費用

支払利息 394

その他 268

営業外費用合計 663

経常利益 5,113

特別利益

固定資産売却益 22

投資有価証券売却益 9

特別利益合計 31

特別損失

固定資産除売却損 169

投資有価証券評価損 152

その他 58

特別損失合計 379

税金等調整前四半期純利益 4,766

法人税等 ※２
 2,067

少数株主利益 181

四半期純利益 2,517

EDINET提出書類

エア・ウォーター株式会社(E00792)

四半期報告書

20/32



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 11,621

減価償却費 7,063

のれん償却額 602

貸倒引当金の増減額（△は減少） △77

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10

受取利息及び受取配当金 △382

支払利息 761

持分法による投資損益（△は益） △1,433

固定資産除売却損益（△は益） 361

売上債権の増減額（△は増加） 4,699

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,839

仕入債務の増減額（△は減少） △1,063

その他 646

小計 14,947

利息及び配当金の受取額 1,379

利息の支払額 △743

法人税等の支払額 △5,969

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △10,394

有形固定資産の売却による収入 186

無形固定資産の取得による支出 △1,164

投資有価証券の取得による支出 △1,809

投資有価証券の売却による収入 37

貸付けによる支出 △2,134

貸付金の回収による収入 128

その他 △258

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 8,529

長期借入れによる収入 6,656

長期借入金の返済による支出 △6,034

社債の償還による支出 △127

配当金の支払額 △2,220

少数株主への配当金の支払額 △236

その他 △133

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,432

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 631

現金及び現金同等物の期首残高 12,524

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 17

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 13,174
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１　連結の範囲の変更 　㈱コステムは、第１四半期連結会計期間において、エア・ウォーター炭酸㈱と

合併し解散したため、連結の範囲から除いております。

　浦島食品工業㈱は、第１四半期連結会計期間において、浦島海苔㈱と合併し解

散したため、連結の範囲から除いております。

２　持分法の適用の範囲の変更

 

 

 

　第１四半期連結会計期間から、重要性が増した㈱堺ガスセンター及び株式の取

得により関連会社となった井上喜㈱を、持分法の適用の範囲に含めています。

３　会計処理基準に関する事項の変

更

 

 

 

(1)　重要な資産の評価基準および評価方法の変更

たな卸資産

　たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によってお

りましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を

適用し、評価基準については、主として総平均法による原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間

の売上総利益、営業利益及び経常利益がそれぞれ36百万円、税金等調整前四

半期純利益が477百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しており

ます。

(2)　リース取引に関する会計基準の適用　

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正）および「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公

認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正）が平成20年４月

１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用するこ

とができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれら

の会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

（借手側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の

方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。

　また、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

引き続き採用しております。

　当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

　なお、セグメント情報に与える影響は軽微であるため、記載を省略してお

ります。

（貸手側）

　ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受

取時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。

　また、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス

・リース取引については、期首に前連結会計年度末における固定資産の減

価償却累計額控除後の額で契約したものとして、リース投資資産に計上す

る方法によっています。

　当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

　なお、セグメント情報に与える影響は軽微であるため、記載を省略してお

ります。
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 当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

(3) 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」の適用

　第１四半期連結会計期間から「連結財務諸表作成における在外子会社の

会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年５月

17日　実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っており

ます。

　当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

　なお、セグメント情報に与える影響は軽微であるため、記載を省略してお

ります。

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
 (自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

　繰延税金資産の回収可能性の判断

 

　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環

境等、かつ、一時差異等の発生状況の著しい変化がないと認められる場合に、

前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用する方法を適用しております。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間
 (自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

　税金費用の計算

 

　　連結子会社の税金費用については、主として当第２四半期連結会計期間を含

む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算しております。

　

【追加情報】

　
当第２四半期連結累計期間
 (自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

　有形固定資産の耐用年数の変更

 

　　　当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、第１四半期連結

会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行っております。ただ

し、平成20年３月31日以前に取得した機械装置については税制改正前の耐用

年数を適用しております。

　当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

　なお、セグメント情報に与える影響は軽微であるため、記載を省略しており

ます。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、173,265百万円

であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、180,788百万　　

円であります。

２　偶発債務 ２　偶発債務

銀行借入等に対する保証債務 銀行借入等に対する保証債務

従業員(財形住宅融資) 520百万円

北海道工業ガス㈱ 200百万円

大連金弘橡?有限公司 150百万円

共英リサイクル㈱ 41百万円

千葉エヌディーガスセンター㈱
他５社

53百万円

計 965百万円

従業員(財形住宅融資) 569百万円

北海道工業ガス㈱ 200百万円

大連金弘橡?有限公司 150百万円

共英リサイクル㈱ 50百万円

千葉エヌディーガスセンター㈱
他７社

138百万円

計 1,107百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は　　次
のとおりであります。

給与諸手当及び賞与 14,150百万円

退職給付費用 906百万円

役員退職慰労引当金繰入額 66百万円

運賃荷造費 5,282百万円

減価償却費 3,693百万円

賃借料 2,255百万円

※２　法人税等調整額は法人税等に含めて表示しておりま
す。

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は　　次
のとおりであります。

給与諸手当及び賞与 6,985百万円

退職給付費用 448百万円

役員退職慰労引当金繰入額 32百万円

運賃荷造費 2,716百万円

減価償却費 1,821百万円

賃借料 1,112百万円

※２　法人税等調整額は法人税等に含めて表示しておりま
す。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 13,550百万円

預入期間が３か月を超える　　　　定

期預金
△678百万円

流動資産の「有価証券」のうち　　

　フリーファイナンシャルファン

ド

302百万円

現金及び現金同等物 13,174百万円
 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 185,205,057

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 268,218

　

　

３　新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の当第２四半期連結会計期間末残高　提出会社　67百万円

　

　
４　配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年５月15日
取締役会

普通株式 2,220 12平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金

　
（2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、　　

　　 配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年11月12日
取締役会

普通株式 2,034 11平成20年９月30日 平成20年12月５日 利益剰余金

　

５　株主資本の金額の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

産業　　　関
連事業
(百万円)

医療　　　　
関連事業
(百万円)

ケミカル　
関連事業
(百万円)

エネル
ギー関連　
　事業
(百万円)

その他の　
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は　
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

51,36412,60427,2699,4529,357110,049 ― 110,049

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

1,906 10 217 81 3,8146,030(6,030) ―

計 53,27112,61527,4879,53313,172116,080(6,030)110,049

営業利益 3,596 109 353 17 477 4,554  ( ― ) 4,554

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

産業　　　関
連事業
(百万円)

医療　　　　
関連事業
(百万円)

ケミカル　
関連事業
(百万円)

エネル
ギー関連　
　事業
(百万円)

その他の　
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は　
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

100,63324,06755,51520,98118,610219,808 ― 219,808

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

3,104 23 263 279 7,28210,953(10,953)―

計 103,73824,09055,77821,26025,893230,762(10,953)219,808

営業利益 8,225 359 1,362 285 957 11,190( ― )11,190

（注）１　事業区分の方法

当社の事業区分の方法は、製品、商品、サービスの販売市場の共通性により、区分しております。

２　各事業区分の主要製品
事業区分 製品・商品区分 主要製品・商品

産業関連事業
産業関連製品・商品
エンジニアリング関連製
品・商品

酸素・窒素・アルゴン・水素・溶解アセチレン・石油系溶断ガス・炭酸ガス
・ヘリウム・特殊ガス・レアガス等の高圧ガス、産業用機械器具・材料・装
置、ガス発生装置、半導体用ガス関連機器、鉄鋼関連品、工業用ゴム製品、エア
ゾール製品、金属表面処理業務、高圧ガス関連設備工事ほか

医療関連事業 医療関連製品・商品

酸素・窒素・炭酸ガス・亜酸化窒素・滅菌ガス・液化ヘリウム・特殊ガス等
の医療用ガス、医療機器類、病院設備工事、在宅酸素療法・受託滅菌・院内物
品物流管理等の医療関連サービス、介護機器、介護用品等のレンタル及び介護
関連サービスほか

ケミカル関連
事業

ケミカル関連製品・商品
コークス炉ガス、基礎化学品、ファインケミカル製品、電融マグネシア、酸化マ
グネシウム、セラミック製品、フェノール樹脂応用製品、塩及び製塩副産物ほ
か

エネルギー
関連事業

エネルギー関連製品・
商品

ＬＰガス・灯油等の石油製品、ＬＰガス・灯油消費機器類、厨房及びコージェ
ネレーションシステム、天然ガスほか

その他の事業 その他
冷凍食品、食肉加工品、ファイナンス、リース等の金融業、情報処理サービス
業、運送業ほか
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３　会計処理基準に関する事項の変更

　　　　（重要な資産の評価基準および評価方法の変更）

　たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用し、評価

基準については、主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変

更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結

累計期間における営業費用は「産業関連事業」が23百万円、「医療関連事業」が7百万円、「ケミ

カル関連事業」が1百万円、「エネルギー関連事業」が0百万円、「その他の事業」が3百万円増加

し、それぞれ営業利益が同額減少しております。

 
　

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。
　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　
　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動

がありません。
　

(デリバティブ取引関係)

ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。
　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

四半期連結財務諸表への影響額に重要性がないため、記載を省略しております。

　

(企業結合等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

711.09円 689.41円

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　

第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 36.15円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 36.14円

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 6,687

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 6,687

普通株式の期中平均株式数(千株) 184,993

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に用いら
れた四半期純利益調整額の主要な内訳(百万円)

　連結子会社の発行する潜在株式調整額 △0

 四半期純利益調整額(百万円) △0

 普通株式増加数(千株) 71

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式について前
連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

―
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第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 13.61円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 13.60円

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 2,517

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 2,517

普通株式の期中平均株式数(千株) 184,959

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に用いら
れた四半期純利益調整額の主要な内訳(百万円)

　連結子会社の発行する潜在株式調整額 △0

 四半期純利益調整額(百万円) △0

 普通株式増加数(千株) 82

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式について前
連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

―

　
　
　
　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
　

(リース取引関係)

前連結会計年度末に比べてリース取引残高に著しい変動は認められません。
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２【その他】

(1)平成20年11月12日開催の取締役会において、第９期中間配当を次のとおり行う旨決議しました。

①中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,034百万円

②１株当たり中間配当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11円00銭

③支払請求の効力発生日              　　　　　　　　     平成20年12月５日

　

(2)その他、特記すべき事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月13日

エア・ウォーター株式会社

取締役会　御中

　

あ ず さ 監 査 法 人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　川　井　　一　男　　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　蔵　口　　康　裕　　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　田　中　　基　博　　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているエア

・ウォーター株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計

期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平

成20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、エア・ウォーター株式会社及び連結子会社の

平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計

期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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